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横
笛
「
水
龍
」
説
話
考 

―
―
龍
神
か
ら
取
り
戻
し
た
笛
―
―

二
三

　

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
名
器
「
水
龍
」
を
め
ぐ
る
伝
承
の
中
か
ら
、
龍
神
か

ら
取
り
戻
し
た
と
い
う
由
来
説
話
に
注
目
す
る
。
本
話
を
構
成
す
る
様
々
な

要
素
を
検
討
す
る
と
と
も
に
、『
古
事
談
』
に
お
け
る
本
話
の
位
相
を
視
野

に
入
れ
つ
つ
、
名
器
説
話
の
中
で
の
位
置
づ
け
を
考
察
し
た
い
。

一
、
横
笛
「
水
龍
」
説
話
の
諸
相

　

「
水
龍
」
は
、『
枕
草
子
』
に
お
い
て
す
で
に
「
御
前
に
さ
ぶ
ら
ふ
物
」

と
し
て
「
小
水
龍
」
と
と
も
に
名
が
挙
げ
ら
れ
（
４
）、『
江
談
抄
』
に
お
い
て

も
「
大
水
龍
」「
小
水
龍
」
は
、「
高
名
物
」「
天
暦
御
時
宝
物
」
と
さ
れ
る
（
５
）。

本
稿
で
取
り
上
げ
る
「
水
龍
」
の
由
来
説
話
は
、『
古
事
談
』『
愚
聞
記
』『
文

机
談
』『
説
経
才
学
抄
』『
糸
竹
口
伝
』『
名
器
秘
抄
』『
東
斎
随
筆
』『
體
源
鈔
』

等
に
み
ら
れ
る
。
ま
ず
は
こ
れ
ら
の
う
ち
、も
っ
と
も
先
行
す
る
、『
古
事
談
』

巻
第
六
「
亭
宅
諸
道
」
第
九
話
の
本
文
を
掲
げ
る
（
６
）。

　

平
等
院
宝
蔵
ニ
、
水
龍
ト
云
笛
ハ
、
唐
土
笛
也
、
唐
人
渡
此
朝
之
時
、

は
じ
め
に

　

横
笛
「
水
龍
」
は
、一
度
龍
神
に
供
物
と
し
て
捧
げ
ら
れ
た
が
「
金
千
両
」

に
よ
っ
て
人
間
の
手
に
取
り
戻
し
た
と
い
う
由
来
説
話
を
も
つ
。
龍
神
は
、

他
の
ど
の
品
物
で
も
な
く
こ
の
笛
を
求
め
た
は
ず
だ
が
、
な
ぜ
取
り
戻
す
こ

と
が
で
き
た
の
か
。
ま
た
、
こ
の
説
話
は
、
楽
器
に
ま
つ
わ
る
伝
承
で
あ
り

な
が
ら
、
実
際
に
演
奏
さ
れ
た
と
い
う
記
事
を
含
ま
な
い
。
宮
中
の
累
代
御

物
と
し
て
記
録
が
残
る
「
水
龍
」
に
、
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
説
話
が
語
ら
れ
る

の
で
あ
ろ
う
か
。

　

名
器
に
関
す
る
先
行
研
究
で
は
、
中
原
香
苗
氏
が
楽
器
名
物
譚
の
全
体
像

を
明
ら
か
に
し
（
１
）、
豊
永
聡
美
氏
・
猪
瀬
千
尋
氏
が
累
代
御
物
の
実
像
を

明
ら
か
に
す
る
中
で
「
水
龍
」
に
つ
い
て
も
ふ
れ
る
（
２
）。
し
か
し
、「
水
龍
」

説
話
に
即
し
て
は
、
磯
水
絵
氏
が
概
観
を
示
す
に
と
ど
ま
り
（
３
）、
い
ま
だ

詳
細
な
分
析
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。

横
笛
「
水
龍
」
説
話
考
　
―
―
龍
神
か
ら
取
り
戻
し
た
笛
―
―
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二
四

所
を
傍
線
で
示
し
た
。

大
水
龍
ハ
。
昔
宸
旦
ノ
商
人
渡
海
ス
ル
ニ
。
海
中
ニ
テ
舟
ト
ヾ
マ
リ
テ

イ
カ
ニ
オ
セ
ド
モ
カ
ナ
ハ
ズ
。
コ
ヽ
ニ
商
人
思
ヤ
ウ
。
海
神
ノ
笛
ヲ
ホ

シ
ト
ヲ
ボ
ス
カ
。
サ
ラ
バ
奉
ン
ト
テ
。
笛
ヲ
海
ニ
入
ツ
。
赤
ク
イ
カ
メ

シ
キ
口
ヲ
海
ノ
底
ヨ
リ
指
出
シ
テ
。
笛
ヲ
ク
ワ
ヘ
テ
ヒ
キ
イ
レ
ヌ
。
其

後
舟
モ
ト
ノ
ゴ
ト
ク
ニ
行
ク
。
本
国
ヘ
コ
ト
ナ
ク
至
リ
ヌ
。
又
年
ヲ
ヘ

テ
商
シ
テ
此
海
ヲ
渡
ル
ト
キ
。
カ
ノ
笛
ヲ
サ
シ
入
シ
ホ
ド
ニ
テ
。
コ
ノ

商
人
試
ニ
云
ヤ
ウ
。
我
商
シ
テ
金
千
両
マ
フ
ケ
タ
リ
。
若
金
ヲ
ヱ
ン
ト

オ
ボ
サ
バ
入
シ
笛
ヲ
タ
べ
カ
シ
ト
。ナ
ニ
ト
ナ
ク
口
ズ
サ
ミ
タ
ル
処
ニ
。

彼
ノ
笛
海
ニ
ウ
カ
ブ
。
悦
デ
笛
ヲ
ト
リ
テ
金
ヲ
入
ル
ニ
。
前
ノ
ゴ
ト
ク

口
サ
シ
出
シ
テ
ク
ハ
ヘ
テ
ヒ
キ
入
ヌ
。
商
人
此
笛
ヲ
得
テ
カ
ヘ
リ
ヌ
。

其
時
ノ
帝
キ
コ
シ
メ
シ
テ
。砂
金
二
千
両
ヲ
タ
ビ
テ
笛
ヲ
メ
シ
テ
ケ
リ
。

今
伝
ヘ
テ
平
等
院
ノ
御
宝
蔵
ニ
納
リ
ヌ
。

　

『
糸
竹
口
伝
』
で
は
、
商
人
に
心
内
語
描
写
が
使
わ
れ
、
海
の
神
の
姿
も

示
さ
れ
る
な
ど
、
よ
り
具
体
的
な
叙
述
を
も
つ
話
と
な
っ
て
い
る
。
天
皇
が

値
二
千
両
で
買
い
取
っ
た
こ
と
も
記
さ
れ
、『
枕
草
子
』『
江
談
抄
』
が
宮
中

の
宝
物
と
し
て
い
た
こ
と
に
も
適
う
内
容
で
あ
る
。
総
じ
て
傍
線
部
は
『
古

事
談
』
に
は
な
い
記
述
で
あ
る
が
、『
古
事
談
』
に
示
さ
れ
る
情
報
と
も
矛

盾
は
し
て
お
ら
ず
、『
糸
竹
口
伝
』
は
『
古
事
談
』
の
伝
承
を
敷
衍
し
た
か

た
ち
と
言
っ
て
よ
い
。

於
海
中
船
欲
沈
、
舟
人
等
奇
之
、
種
々
財
物
ヲ
令
入
海
ニ
、
皆
以
不
沈
。

仍
入
件
笛
之
時
、
即
沈
之
。
無
為
着
岸
之
後
、
本
主
、
沙
金
千
両
ヲ
儲

テ
、
龍
王
ニ
相
伝
ト
誓
テ
、
欲
入
於
海
之
時
、
件
ノ
笛
、
忽
ニ
ウ
カ
ヒ
出

タ
リ
ト
テ
金
ニ
替
テ
ト
リ
返
セ
ル
笛
也
。
宇
治
殿
此
事
聞
召
、
件
笛
ヲ

令
買
取
給
テ
、
令
籠
宝
蔵
給
云
云
。

　

内
容
は
、「
唐
人
が
本
朝
に
渡
る
際
に
航
海
に
問
題
が
生
じ
、
龍
神
に
笛

を
捧
げ
て
難
を
逃
れ
る
が
、
後
に
商
売
で
儲
け
た
千
両
を
龍
神
に
捧
げ
て
笛

を
取
り
戻
す
。
そ
の
話
を
耳
に
し
た
本
朝
の
貴
人
が
笛
を
買
い
取
り
、
後
に

宇
治
の
宝
蔵
に
納
め
ら
れ
た
」
と
概
括
さ
れ
る
。

　

右
の
記
述
か
ら
は
、
龍
神
か
ら
笛
を
取
り
戻
し
た
出
来
事
か
ら
の
時
間
経

過
の
有
無
は
不
明
で
あ
る
が
、
宇
治
殿
（
藤
原
頼
通
、
九
九
二
～
一
〇
七
四

年
）
の
頃
に
「
水
龍
」
が
初
め
て
本
朝
に
も
た
ら
さ
れ
た
よ
う
に
理
解
で
き

る
。
ま
た
、『
枕
草
子
』
が
一
条
天
皇
の
御
物
で
あ
っ
た
と
す
る
こ
と
や
、『
江

談
抄
』
の
天
暦
す
な
わ
ち
村
上
天
皇
の
時
代
の
宝
物
で
あ
っ
た
と
い
う
記
録

を
勘
案
す
る
と
、
こ
の
出
来
事
を
宇
治
殿
が
耳
に
す
る
ま
で
に
は
時
間
の
経

過
が
あ
り
、
一
度
宮
中
の
御
物
と
な
っ
た
も
の
が
後
に
頼
通
の
手
に
渡
っ
た

も
の
と
も
理
解
で
き
よ
う
。『
古
事
談
』
の
記
述
は
必
ず
し
も
全
て
の
事
情

を
詳
述
し
て
お
ら
ず
、二
通
り
の
解
釈
が
成
り
立
つ
の
で
あ
る
。し
か
し
、「
水

龍
」
の
同
話
に
は
、
こ
の
箇
所
を
さ
ら
に
合
理
的
に
記
す
も
の
が
あ
る
。
次

に
『
糸
竹
口
伝
』
の
本
文
を
掲
げ
る
（
７
）。『
古
事
談
』
と
大
き
く
異
な
る
箇



横
笛
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話
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―
龍
神
か
ら
取
り
戻
し
た
笛
―
―

二
五

Ａ　

海
の
神
を
ど
の
よ
う
に
呼
称
し
て
い
る
か

Ｂ　

海
の
神
が
姿
を
見
せ
、
そ
の
具
体
的
な
姿
が
記
さ
れ
て
い
る
か
ど

う
か

Ｃ　

「
水
龍
」
を
買
い
取
っ
た
の
が
帝
か
宇
治
殿
か

Ｄ　

本
朝
で
唐
人
（
商
人
）
か
ら
買
い
取
っ
た
時
の
値
段
が
「
二
千
両
」

と
記
さ
れ
る
か
ど
う
か

こ
れ
ら
の
異
同
に
つ
い
て
、
次
の
表
を
作
成
し
、
整
理
を
試
み
た
。

　

両
説
話
に
は
様
々
な
異
同
が
あ
る
が
、
本
話
の
骨
子
と
な
る
も
の
は
、「
龍

神
が
欲
し
が
っ
て
船
を
引
き
留
め
る
ほ
ど
の
も
の
」
で
あ
り
、「
一
度
龍
神

の
手
に
渡
っ
た
」
と
語
る
こ
と
で
、
笛
の
価
値
や
神
秘
性
の
高
さ
を
強
調
す

る
も
の
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。
名
器
伝
承
の
中
に
は
、
異
界
と
関
わ
る
こ
と

に
よ
っ
て
名
器
と
し
て
の
価
値
が
担
保
さ
れ
る
と
含
意
す
る
も
の
が
あ
り
、

本
話
も
そ
の
事
例
の
一
つ
と
理
解
さ
れ
る
（
８
）。

　

さ
て
、
諸
書
に
み
え
る
「
水
龍
」
を
め
ぐ
る
同
話
に
は
、
細
部
に
様
々
な

異
同
が
あ
る
が
、
大
き
な
異
同
は
次
の
四
点
に
整
理
で
き
る
。

二
千
両
と

記
さ
れ
る

帝
か

宇
治
殿

海
の
神
が

姿
を
見
せ
る

海
の
神
の

呼
称

書
名

話
題

×
宇
治
殿

× 龍
王

古
事
談

○ 帝 △ 竜
王

愚
聞
記

× 帝 × 龍
神

文
机
談

○ 帝 ○ 海
神

才
学
抄

○ 帝 ○ 海
神

糸
竹

○ 帝 ○ 海
神

続
教
①

×
宇
治
殿

× 龍
王

続
教
②

×
宇
治
殿

× 龍
王

名
秘
①

○ 帝 ○ 海
神

名
秘
②

×
宇
治
殿

× 龍
王

東
斎

○ 帝 ○ 海
神

體
源
鈔



二
六

様
子
は
、
日
宋
貿
易
な
ど
が
さ
か
ん
で
あ
っ
た
世
相
を
反
映
さ
せ
た
も
の
か

と
も
思
わ
れ
る
。

二
、「
水
龍
」
の
実
像
と
由
来
説
話
生
成
の
契
機

　

こ
こ
で
「
水
龍
」
の
実
像
に
つ
い
て
、
前
掲
の
豊
永
氏
の
論
に
従
っ
て
古

記
録
類
を
通
覧
す
る
と
、次
の
よ
う
な
記
述
が
確
認
で
き
る
。す
な
わ
ち
、『
御

産
部
類
記
』
所
載
『
不
知
記
』
に
「
御
贈
物
」
の
一
つ
と
し
て
「
小
水
龍
」

が
献
上
さ
れ
た
こ
と
が
記
さ
れ（
10
）、『
中
右
記
』
で
は
、
記
主
宗
忠
が
、
平

等
院
の
経
蔵
で
「
種
々
不
可
記
尽
」
な
宝
物
の
一
つ
と
し
て
「
水
龍
」
を
実

見
し
た
と
い
う（
11
）。『
禁
秘
抄
』
に
は
、「
置
物
御
厨
子
」
に
納
め
ら
れ
る

も
の
と
し
て
、「
小
水
龍
」
が
挙
げ
ら
れ
る
。『
岡
屋
関
白
記
』
で
は
、
閑
院

里
内
裏
焼
亡
の
際
に
、琵
琶
「
玄
象
」
と
と
も
に
取
り
出
さ
れ
た
と
あ
る（
12
）。

　

こ
の
よ
う
に
、「
水
龍
」
の
実
像
と
し
て
は
、『
枕
草
子
』
の
頃
に
は
宮
中

の
高
名
な
笛
と
さ
れ
、『
中
右
記
』
の
頃
に
は
平
等
院
に
納
め
ら
れ
て
い
た

と
さ
れ
る
。
し
か
し
、必
ず
し
も
実
際
に
見
て
い
る
記
録
ば
か
り
で
は
な
く
、

累
代
御
物
と
し
て
認
知
は
さ
れ
つ
つ
も
、
実
像
は
は
っ
き
り
し
な
い
楽
器
で

あ
っ
た
よ
う
に
も
思
え
る
。

　

さ
て
、
演
奏
記
録
に
つ
い
て
は
、
猪
瀬
千
尋
氏
の
研
究
が
あ
る（
13
）。
猪

瀬
氏
が
示
す
「
御
遊
に
お
け
る
名
器
一
覧
」
の
表
に
よ
る
と
、
久
寿
二

（
一
一
五
五
）
年
十
一
月
二
十
五
日
清
暑
堂
御
神
楽
（
後
白
河
）、
仁
安
三

※
「
書
名
」
の
項
目
で
、
楽
書
を
ゴ
シ
ッ
ク
体
に
し
た
。

※
『
続
教
訓
鈔
』
と
『
名
器
秘
抄
』
で
は
、『
糸
竹
口
伝
』
と
内
容
が
一
致
す

る
の
も
の
と
『
古
事
談
』
と
同
文
の
も
の
が
併
記
さ
れ
る
。
掲
載
順
に
①
、

②
と
し
た
。

※
Ｂ
「
海
の
神
が
姿
を
見
せ
る
」
の
項
目
で
は
、『
糸
竹
口
伝
』
と
同
じ
く
「
赤

ク
イ
カ
メ
シ
キ
口
ヲ
海
ノ
ソ
コ
ヨ
リ
サ
シ
出
シ
テ
、
笛
ヲ
ク
ワ
ヘ
テ
ヒ
キ
イ

レ
ヌ
」
と
あ
る
も
の
に
「
○
」
を
、『
愚
聞
記
』
に
は
「
竜
王
忽
出
現
シ
テ

飲
テ
ケ
リ
」
と
あ
る
の
み
で
、
姿
は
見
せ
て
い
る
が
具
体
的
に
は
描
写
さ
れ

な
い
た
め
、「
△
」
と
し
た
。

※
い
ず
れ
の
伝
承
で
も
最
終
的
に
は
宇
治
の
宝
蔵
（
経
蔵
）
に
納
め
ら
れ
た
こ

と
が
語
ら
れ
る
。

　

こ
の
表
か
ら
は
、
ま
ず
、「
水
龍
」
説
話
は
、『
古
事
談
』
と
内
容
が
一
致

す
る
も
の
と
、『
糸
竹
口
伝
』
と
内
容
が
一
致
す
る
も
の
と
の
、
大
き
く
分

け
て
二
系
統
に
分
か
れ
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
書
名
の
項
目
に
傍
線
・
波

線
で
示
し
た
（
９
）。『
古
事
談
』
型
に
は
、『
東
斎
随
筆
』
の
よ
う
に
直
接
的

な
影
響
関
係
が
指
摘
さ
れ
る
も
の
も
あ
り
、
同
文
性
が
高
い
。
楽
書
で
は
、

主
に
『
糸
竹
口
伝
』
型
の
説
話
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
が
、『
続
教
訓
鈔
』
と
『
名

器
秘
抄
』の
よ
う
に
、ど
ち
ら
の
伝
承
も
掲
出
す
る
場
合
も
あ
る
。
ま
た
、「
水

龍
」
を
買
い
取
っ
た
人
物
と
し
て
「
宇
治
殿
」
が
挙
げ
ら
れ
る
記
述
は
、『
古

事
談
』
型
に
限
ら
れ
、
同
文
性
の
高
さ
と
と
も
に
、
影
響
関
係
を
う
か
が
わ

せ
る
。
な
お
、『
糸
竹
口
伝
』
の
よ
う
に
、笛
を
龍
神
か
ら
千
両
で
取
り
戻
し
、

そ
れ
を
天
皇
に
二
千
両
で
売
却
し
た
、
と
い
う
、
唐
人
（
商
人
）
の
商
い
の



横
笛
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説
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―
龍
神
か
ら
取
り
戻
し
た
笛
―
―

二
七

て
、
楽
人
の
生
業
の
由
緒
を
示
す
一
環
と
し
て
、
貴
顕
の
所
有
す
る
名
器
に

つ
い
て
も
、
異
界
を
介
在
さ
せ
る
説
話
に
よ
っ
て
神
秘
化
さ
せ
、
価
値
を
高

め
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

　

そ
も
そ
も
、「
水
龍
」
と
い
う
名
前
は
、
由
来
譚
が
な
け
れ
ば
横
笛
と
結

び
つ
け
難
い
も
の
と
は
い
え
な
い
。
龍
は
水
神
と
さ
れ
、「
水
」
と
「
龍
」

と
は
密
接
な
関
わ
り
を
持
つ
。
十
三
世
紀
頃
の
成
立
か
と
さ
れ
る『
海
道
記
』

で
は
、
単
に
水
神
を
示
す
た
め
に
「
水
龍
」
と
い
う
語
が
使
用
さ
れ
る
場
合

さ
え
あ
る（
15
）。
ま
た
現
代
に
お
い
て
も
、
雅
楽
の
横
笛
は
「
龍
笛
」
と
呼

ば
れ
る
が
、『
教
訓
抄
』
巻
八
で
は
横
笛
の
別
名
と
し
て
、「
竜
吟
」「
竜
鳴
」

と
呼
ば
れ
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
お
り
、
横
笛
は
龍
の
声
を
模
し
て
作
ら
れ
た

も
の
と
し
て
伝
承
さ
れ
た（
16
）。

横
笛　

又
羌
笛
云
、
竜
吟
云
、
竜
鳴
云
。

（
略
）
昔
竜
ノ
ナ
キ
テ
海
ニ
入
ニ
シ
ヲ
聞
テ
、
又
此
ノ
音
ヲ
聞
バ
ヤ
ト

恋
ヒ
ワ
ビ
シ
ホ
ド
ニ
、
竹
ヲ
ウ
チ
切
テ
吹
タ
ル
音
、
ス
コ
シ
モ
タ
ガ
ハ

ズ
似
タ
リ
。
始
ハ
穴
五
ヱ
リ
タ
リ
キ
、
後
ニ
七
ニ
ナ
ス
。
此
故
ニ
笛
ヲ

竜
鳴
云
。

な
お
右
の
記
事
は
、『
文
選
』「
長
笛
賦
」
を
典
拠
と
す
る（
17
）。

有
二
庶
士
丘
仲
一
、
言
三
其
所
二
由
出
一
、
而
不
レ
知
二
其
弘
妙
一
。
其
辞
曰
、

近
世
双
笛
従
レ
羌
起
。
羌
人
伐
レ
竹
未
レ
及
レ
已
、
龍
鳴
二
水
中
一
不
レ
見
レ

己
。
截
レ
竹
吹
レ
之
声
相
似
。

（
一
一
六
八
）
年
十
一
月
二
十
四
日
清
暑
堂
御
神
楽
（
高
倉
）、
安
元
二

（
一
一
七
六
）
年
二
月
二
十
一
日
後
白
河
院
五
十
御
賀
試
楽
、
建
長
五

（
一
二
五
三
）
年
一
月
三
日
御
元
服
（
後
深
草
）
に
お
い
て
「
小
水
龍
」
が
、

承
安
元
（
一
一
七
一
）
年
一
月
三
日
御
元
服
（
高
倉
）
で
は
「
水
龍
」
が
使

わ
れ
て
い
る
。
十
二
世
紀
に
入
っ
て
か
ら
、
特
に
「
小
水
龍
」
が
演
奏
に
供

さ
れ
た
と
の
記
録
が
目
を
ひ
く
。
な
お
、
承
安
元
（
一
一
七
一
）
年
に
使
用

さ
れ
た
「
水
龍
」
が
「
大
水
龍
」
を
指
す
も
の
か
、
あ
る
い
は
「
小
水
龍
」

か
ら
「
小
」
が
省
略
さ
れ
た
も
の
か
は
判
断
し
が
た
い
が
、「
大
水
龍
」
は

表
舞
台
に
は
現
れ
な
い
楽
器
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
こ
の
頃
、
す
で
に
失
わ
れ

て
し
ま
っ
た
可
能
性
も
あ
る
だ
ろ
う
。

　

神
田
邦
彦
氏
の
研
究
で
は
、
院
政
期
に
音
楽
の
「
家
」
が
確
立
さ
れ
て
ゆ

き
、「
家
」
の
流
派
の
対
立
の
な
か
で
、
そ
の
由
緒
を
主
張
す
る
た
め
の
言

説
と
し
て
の
音
楽
説
話
が
生
成
さ
れ
て
い
く
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る（
14
）。

神
田
氏
の
説
は
、も
っ
ぱ
ら
琵
琶
の
伝
承
に
焦
点
を
あ
て
た
も
の
で
あ
る
が
、

こ
の
よ
う
な
指
摘
を
ふ
ま
え
る
と
、
笛
の
名
器
に
つ
い
て
も
同
様
の
こ
と
が

言
え
よ
う
。
名
器
の
名
が
諸
書
に
記
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
琵
琶
に
限

ら
ず
、『
枕
草
子
』
を
除
け
ば
院
政
期
頃
か
ら
で
あ
る
。『
古
事
談
』『
十
訓
抄
』

に
は
管
楽
器
を
演
奏
す
る
楽
人
の
逸
話
が
数
多
く
記
さ
れ
、
横
笛
の
名
器
に

つ
い
て
も
ふ
れ
ら
れ
る
。「
水
龍
」
の
由
来
説
話
に
つ
い
て
は
『
古
事
談
』

成
立
以
前
の
書
物
に
は
み
ら
れ
な
い
が
、音
楽
の
「
家
」
の
確
立
に
と
も
な
っ



二
八

聞
集
』
に
は
、
宇
治
殿
が
、
平
等
院
に
執
着
を
残
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
、『
渓

嵐
拾
葉
集
』
に
は
宇
治
殿
が
龍
に
な
っ
て
宇
治
の
宝
蔵
を
守
っ
て
い
た
と
す

る
伝
承
が
記
さ
れ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。

　

『
古
今
著
聞
集
』
第
十
五
「
宿
執
」

　
　

四
八
三　

宇
治
殿
頼
通
、
平
等
院
の
居
間
に
執
心
の
事（
21
）

平
等
院
に
は
、
こ
の
比
も
宇
治
殿
す
ま
せ
給
ふ
と
か
や
。
と
り
わ
き
お

は
し
ま
す
間
の
侍
る
な
る
。
一
の
人
御
参
の
時
は
、
こ
と
に
そ
の
間
を

ば
お
そ
れ
さ
せ
給
ふ
と
ぞ
。
京
極
殿
に
も
、
大
殿
御
束
帯
に
て
と
き
ど

き
承
仕
な
ど
に
見
え
さ
せ
給
と
か
や
。御
執
心
の
と
ど
ま
る
ゆ
ゑ
に
や
。

　

『
渓
嵐
拾
葉
集
』
雑
記
部

一
。
以
宇
治
習
龍
宮
事　

古
老
云
。
宇
治
殿
成
龍
神
住
宇
治
河
給
云
云

　

日
本
一
州
最
上
重
寶
。
悉
納
寶
藏
也
。
餘
所
重
寶
雖
令
散
失
。
寶
藏

未
紛
失
也
。
宇
治
殿
成
大
龍
。
毎
夜
丑
刻
自
河
中
出
現
シ
テ
。
巡
見
寶

藏
故
也
。（
22
）

　

田
中
氏
は
「
宇
治
の
宝
蔵
」
に
つ
い
て
、「
秘
蔵
さ
れ
る
が
ゆ
え
に
世
間

に
は
流
布
し
な
い
、
と
い
う
言
説
は
、
逆
説
的
に
架
空
の
品
々
の
実
在
感
を

高
め
る
た
め
の
修
辞
」
と
な
る
と
指
摘
す
る
。
こ
の
指
摘
を
ふ
ま
え
る
と
、

本
話
に
つ
い
て
も
、「
水
龍
」
が
表
舞
台
に
現
れ
な
い
楽
器
で
あ
る
か
ら
こ

そ
説
話
を
必
要
と
し
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、『
古
事
談
』
の
よ
う
に
、

宇
治
殿
頼
通
が
直
接
買
い
取
っ
て
そ
の
ま
ま
宝
蔵
に
納
め
た
と
も
理
解
で
き

「
長
笛
賦
」
は
、
楽
書
に
限
ら
ず
、
次
に
掲
げ
る
『
和
漢
朗
詠
集
』（
18
）
を
は

じ
め
と
し
て
、
日
本
の
文
学
作
品
な
ど
に
多
く
取
り
込
ま
れ
た
。『
和
漢
朗

詠
集
私
注
』
等
の
朗
詠
注
に
も
本
説
と
し
て
「
長
笛
賦
」
が
指
摘
さ
れ
る
。

68　

感
同
類
於
相
求　

離
鴻
去
雁
之
応
春
囀　

会
異
気
而
終
混　

龍
吟

魚
躍
之
伴
暁
啼
（
菅
三
品
）

　

そ
の
他
、「
長
笛
賦
」
を
ふ
ま
え
た
説
話
は
、『
十
訓
抄
』
第
十
「
可
庶
幾

才
芸
事
」
第
六
十
五
話
に
も
み
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
「
長
笛
賦
」
の
伝
承

は
、「
水
龍
」
説
話
を
受
容
す
る
人
々
に
も
当
然
に
共
有
さ
れ
て
い
た
も
の

と
考
え
ら
れ
る
。「
水
龍
」
と
い
う
名
前
は
、
こ
の
伝
承
を
ふ
ま
え
た
命
名

で
あ
り
、「
一
度
龍
神
の
手
に
渡
っ
た
」
と
い
う
説
話
が
な
く
と
も
十
分
名

付
け
る
事
が
で
き
た
名
前
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
本
話
に
は
、
名
器
伝
承

に
頻
繁
に
み
ら
れ
る
「
仍
○
○
と
名
づ
く
」
と
い
っ
た
文
言
も
付
さ
れ
る
こ

と
は
な
い
。

　

次
に
、「
水
龍
」
が
納
め
ら
れ
た
と
さ
れ
る
、「
宇
治
の
宝
蔵
」
と
龍
と
の

関
わ
り
に
つ
い
て
、田
中
貴
子
氏
の
論
に
学
び
つ
つ
確
認
し
て
お
き
た
い（
19
）。

頼
通
が
造
営
し
た
高
陽
院
は
、『
栄
花
物
語
』
巻
二
十
三
「
こ
ま
く
ら
べ
の

行
幸
」
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
「
海
龍
王
の
家
」、
す
な
わ
ち
竜
宮
が
想
起
さ

れ
る
邸
宅
で
あ
っ
た
と
い
う
。
太
田
静
六
氏
の
指
摘
を
ふ
ま
え
る
と
、
平
等

院
は
高
陽
院
を
よ
り
発
展
さ
せ
た
邸
宅
で
あ
り
、
平
等
院
も
ま
た
、
竜
宮
を

連
想
さ
せ
る
場
所
で
あ
っ
た
と
も
い
う（
20
）。
さ
ら
に
田
中
氏
は
、『
古
今
著



横
笛
「
水
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」
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話
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―
―
龍
神
か
ら
取
り
戻
し
た
笛
―
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二
九

り
し
、
次
話
が
、
摂
関
家
の
邸
宅
か
ら
寺
院
に
改
め
ら
れ
た
平
等
院
収
蔵
の

楽
器
の
説
話
で
、邸
宅
譚
か
ら
楽
器
の
説
話
群
へ
と
移
行
す
る
」
と
指
摘
し
、

本
話
の
多
義
性
に
も
ふ
れ
て
い
る（
24
）。

　

本
話
の
話
末
に
は
「
令
籠
宝
蔵
給
云
云
」
と
あ
る
た
め
、
重
複
し
た
情
報

と
な
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、あ
え
て
冒
頭
を
「
平
等
院
宝
蔵
ニ
」
と
す
る
『
古

事
談
』
は
、
摂
関
家
の
邸
宅
で
あ
っ
た
「
平
等
院
」
を
強
く
意
識
し
た
記
述

と
い
え
よ
う
。

　

『
古
事
談
』
巻
第
六
亭
宅
諸
道
篇
の
説
話
冒
頭
を
列
挙
す
る
と
次
の
よ
う

に
な
る
。
建
物
を
傍
線
、
演
奏
者
を
二
重
線
で
示
し
た
。

　
　

一　

南
殿
桜
樹
者
、
本
是
梅
樹
也･･･

二　

東
三
条
者
、
重
明
親
王
之
旧
宅
也･･･

三　

入
道
殿
被
造
東
三
条
之
時
、
有
国
奉
行
之･･･

四　

大
入
道
殿
姫
君
、
庚
申
夜
、
脇
息
ニ
寄
懸
テ
、･･･

（
東
三
条
院
関

係
話
）

五　

宇
治
殿
、
京
極
殿
ヲ
御
車
後
ニ
ノ
セ
テ
、
御
行
ア
リ
ケ
ル
ニ･･･

六　

石
田
殿
ハ
、
泰
憲
民
部
卿
近
江
任
之
時･･･

七　

花
山
院
者
、
貞
保
式
部
卿
宮
家
也･･･

八　

京
極
殿
御
時
、摸
大
内
春
宮
町
令
造
給
之
後･･･

（
花
山
院
関
係
話
）

九
　
平
等
院
宝
蔵
ニ
、
水
龍
ト
云
笛
ハ
、
唐
土
笛
也･･･

【
本
話
】

一
〇　

村
上
御
時
、
朝
忠
卿
伺
候
御
前
、
舎
弟
朝
成
始
昇
殿･･･

る
伝
承
に
は
、「
宇
治
の
宝
蔵
」
を
守
護
も
し
く
は
執
着
し
た
と
イ
メ
ー
ジ

さ
れ
る
宇
治
殿
が
意
識
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
高
い
。
本
話
の
深
層
に
は
、

竜
と
「
宇
治
の
宝
蔵
」、
そ
し
て
宇
治
殿
と
の
結
び
つ
き
へ
の
認
識
が
潜
ん

で
い
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。

　

以
上
の
諸
点
を
勘
案
す
る
と
、
龍
と
横
笛
、
平
等
院
と
龍
と
は
そ
れ
ぞ
れ

連
想
が
働
く
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。「
水
龍
」
と
名
付
け
ら
れ
た

横
笛
は
、「
宇
治
の
宝
蔵
」
に
納
ま
る
べ
く
し
て
納
め
ら
れ
た
と
い
え
よ
う
。

本
話
は
、「
長
笛
賦
」
以
来
の
伝
承
を
ふ
ま
え
た
名
前
を
持
ち
、
す
で
に
高

名
で
あ
っ
た
「
水
龍
」
に
、「
水
龍
」
固
有
の
伝
承
を
求
め
ら
れ
て
、
名
前

か
ら
発
想
さ
れ
、
付
加
さ
れ
た
説
話
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

三
、『
古
事
談
』
巻
第
六
「
亭
宅
諸
道
」
篇
に
お
け
る
「
水

龍
」
説
話
の
位
相

　

さ
て
、『
古
事
談
』
は
冒
頭
に
、
他
の
書
物
に
は
み
ら
れ
な
い
「
平
等
院

宝
蔵
ニ
」
と
い
う
文
言
を
置
く
。
こ
の
こ
と
は
、『
古
事
談
』
に
お
け
る
本

話
の
位
相
を
示
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。
先
行
研
究
で
は
、
巻
第
六
「
亭

宅
諸
道
」
に
お
い
て
、
本
話
は
、「
亭
宅
」
篇
か
ら
「
諸
道
（
音
楽
）」
に
切

り
替
わ
る
冒
頭
に
位
置
し
、
以
降
に
続
く
二
十
三
話
と
と
も
に
音
楽
説
話
群

と
分
類
さ
れ
る（
23
）。
し
か
し
、伊
東
玉
美
氏
は
、本
話
の
前
話
、八
話
の
「
評
」

に
お
い
て
、「
王
権
と
摂
関
家
に
ま
つ
わ
る
邸
宅
の
説
話
は
こ
こ
で
一
区
切



三
〇

く
、
亭
宅
譚
と
、
諸
道
の
一
つ
と
し
て
の
音
楽
譚
と
の
両
面
を
持
ち
、
橋
渡

し
を
す
る
説
話
と
し
て
配
列
さ
れ
た
も
の
と
言
え
よ
う
。
話
題
の
中
心
が
楽

器
で
あ
っ
て
も
、
配
列
の
意
図
に
よ
っ
て
は
そ
れ
だ
け
が
主
題
に
な
っ
て
い

る
と
は
限
ら
な
い
の
で
あ
る
。

四
、「
水
龍
」
説
話
が
抱
え
る
矛
盾

　

こ
こ
で
、「
水
龍
」
説
話
そ
の
も
の
の
理
解
に
戻
り
た
い
。
そ
も
そ
も
龍

と
人
間
と
の
交
錯
を
伝
え
る
本
話
は
、
史
実
を
核
と
す
る
よ
う
な
説
話
と
は

考
え
に
く
い
。「
水
龍
」
と
い
う
名
を
持
つ
笛
が
名
器
と
し
て
存
在
す
る
こ

と
を
前
提
に
、
そ
こ
に
名
器
た
り
得
る
由
来
説
話
を
、
名
前
か
ら
発
想
し
て

付
加
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
と
は
い
え
、
あ
ま
り
に
唐
突
な
内
容
の
説

話
で
は
、
人
々
に
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
。
そ
れ
な
り
の
説
得
力
の
あ
る
要
素

を
組
み
合
わ
せ
る
必
要
が
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
要
素
こ
そ
が
「
一
度

龍
神
の
手
に
渡
っ
た
」
と
い
う
も
の
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
し
か

し
、「
そ
れ
を
金
千
両
で
取
り
戻
し
た
」
と
な
る
と
、
龍
神
が
他
の
ど
の
宝

物
よ
り
も
笛
を
求
め
た
で
あ
ろ
う
こ
と
と
矛
盾
が
生
じ
て
し
ま
う
。
本
節
で

は
こ
の
矛
盾
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

　

ま
ず
、「
一
度
龍
神
の
手
に
渡
っ
た
」
と
い
う
要
素
に
つ
い
て
は
、
海
の

神
が
欲
し
い
も
の
が
あ
る
た
め
に
航
海
を
阻
む
・
航
海
の
際
に
供
物
を
海
に

投
入
し
て
荒
れ
た
海
を
鎮
め
る
と
い
う
、
既
存
の
話
型
の
存
在
が
指
摘
さ
れ

一
一　

伶
人
助
元
依
府
役
懈
怠
事･･･

一
二　

堀
川
院
御
時
、
召
南
都
僧
徒
、
被
行
大
般
若
御
読
経
ケ
ル
ニ
、

明
暹
在
此
中･･･

一
三　

放
鷹
楽
ト
云
楽
ヲ
ハ
、
明
暹
已
講
只
一
人･･･

一
四　

元
正
、
下
向
八
幡
御
領
備
中
国
吉
河
保･･･

　

右
に
見
る
よ
う
に
、「
亭
宅
」
篇
の
説
話
の
冒
頭
に
は
、
南
殿
・
東
三
条
院
・

石
田
殿
・
花
山
院
と
、
邸
宅
の
名
前
が
挙
げ
ら
れ
る
場
合
が
多
い
。
そ
し
て
、

本
話
の
次
の
説
話
以
降
の
音
楽
譚
に
は
、
朝
成
・
助
元
・
明
暹
・
元
正･･･

と
、

名
人
と
さ
れ
る
よ
う
な
演
奏
者
の
説
話
が
並
ん
で
お
り
、
笛
を
め
ぐ
る
説
話

で
あ
る
と
い
う
共
通
点
は
持
ち
つ
つ
も
、
演
奏
者
が
登
場
し
な
い
「
水
龍
」

説
話
と
は
少
々
趣
を
異
に
す
る
。

　

前
節
で
ふ
れ
た
田
中
氏（
25
）
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
平
等
院
は
、
摂
関
家

の
黄
金
時
代
の
最
後
の
残
光
と
し
て
象
徴
的
に
と
ら
え
ら
れ
、
後
世
に
至
る

ま
で
王
権
と
結
び
つ
い
た
神
秘
的
な
場
所
と
し
て
語
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。

こ
れ
は
、
小
島
孝
之
氏（
26
）
が
指
摘
す
る
「
亭
宅
」
篇
の
舞
台
の
共
通
点
で

あ
る
「
王
権
を
産
み
出
す
ト
ポ
ス
、
あ
る
い
は
王
権
の
聖
性
を
保
証
す
る
場

と
し
て
の
意
味
を
帯
び
た
場
所
」
に
適
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
宇
治
殿
頼

通
が
亭
宅
造
営
の
集
大
成
と
し
て
情
熱
を
注
い
だ
、
神
秘
的
な
場
所
と
し
て

伝
承
さ
れ
る
「
平
等
院
」
の
名
前
を
冒
頭
に
挙
げ
る
本
話
は
、「
亭
宅
」
篇

の
最
終
話
と
し
て
も
理
解
さ
れ
る
。
や
は
り
本
話
は
単
な
る
音
楽
譚
で
は
な
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た
と
い
え
よ
う
。

　

も
っ
と
も
、本
話
と
同
様
に
龍
神
か
ら
宝
物
を
得
た
と
す
る
説
話
も
あ
る
。

謡
曲
「
海
士
」
に
み
ら
れ
る
、
い
わ
ゆ
る
玉
取
り
説
話
で
あ
る
。
玉
取
り
説

話
で
は
、
は
じ
め
か
ら
秘
宝
で
あ
っ
た
「
面
向
不
背
の
玉
」
を
龍
神
に
奪
わ

れ
、
海
女
が
命
と
引
き
替
え
に
取
り
戻
す
。
一
方
、
本
話
で
は
、
龍
神
に
捧

げ
た
笛
が
す
で
に
秘
宝
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
記
さ
れ
な
い
上
に
、
人
命
を

賭
け
て
で
も
取
り
戻
そ
う
と
い
う
よ
う
な
必
死
さ
は
読
み
取
れ
ず
、
龍
神
も

対
価
に
納
得
し
、
争
う
こ
と
な
く
笛
を
返
し
て
く
れ
る
。
両
者
は
少
し
位
相

が
異
な
る
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　

さ
て
、「
金
千
両
で
取
り
戻
し
た
」
と
い
う
点
に
つ
い
て
考
え
た
い
。
龍

神
が
、人
間
側
が
提
示
し
た
「
金
千
両
」
で
取
引
に
応
じ
て
く
れ
る
こ
と
は
、

や
や
違
和
感
の
あ
る
展
開
で
あ
る
。
船
を
と
ど
め
、
他
の
ど
の
品
物
で
も
な

く
こ
の
笛
を
求
め
た
は
ず
の
龍
神
が
、
最
終
的
に
は
別
の
対
価
（
金
千
両
）

と
取
り
替
え
て
く
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
な
お
、
こ
こ

で
い
う
「
金
千
両
」
は
、
龍
神
に
一
度
は
捧
げ
た
供
物
を
取
り
戻
せ
る
ほ
ど

の
価
値
を
持
つ
も
の
で
あ
り
、
実
際
の
額
面
が
意
識
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な

く
、
莫
大
な
値
を
示
す
た
め
の
理
念
的
な
数
と
し
て
発
想
さ
れ
た
も
の
と
み

て
良
い
だ
ろ
う
。

　

し
か
し
、
中
世
の
説
話
の
中
で
の
龍
神
は
、
例
え
ば
『
今
昔
物
語
集
』
巻

三
第
十
一
話
な
ど
に
も
あ
る
よ
う
に
、
竜
宮
の
、
当
時
共
有
さ
れ
て
い
た
一

る
。
そ
の
例
は
、『
日
本
書
紀
』『
古
事
記
』
の
オ
ト
タ
チ
バ
ナ
ヒ
メ
を
は
じ

め
、諸
書
に
広
く
類
話
が
散
見
す
る（
27
）。
新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
古
事
談
』

の
脚
注
に
も
示
唆
さ
れ
る
と
お
り
、「
水
龍
」
が
依
拠
す
る
話
型
は
、
上
代

に
す
で
に
み
ら
れ
、
中
古
で
も
定
着
し
て
い
た
。「
水
龍
」
に
固
有
の
由
来

譚
が
求
め
ら
れ
た
際
、
そ
の
名
前
か
ら
発
想
し
て
こ
の
よ
う
な
話
型
に
即
し

て
「
一
度
龍
神
の
手
に
渡
っ
た
」
と
い
う
説
話
が
構
想
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
諸
書
の
類
話
で
は
、
中
心
人
物
が
無
事
に
航
海
す
る
こ
と
が
重

要
で
あ
り
、
海
に
投
入
し
た
供
物
を
取
り
戻
す
と
い
う
例
は
み
ら
れ
な
い
。

他
の
何
物
に
も
代
え
が
た
い
価
値
あ
る
も
の
を
龍
神
に
捧
げ
た
は
ず
で
あ
る

か
ら
、
当
然
と
も
い
え
る
。
し
か
し
、
こ
の
話
型
を
「
水
龍
」
説
話
に
採
用

す
る
と
、困
難
な
課
題
を
抱
え
て
し
ま
う
こ
と
と
な
る
。
そ
も
そ
も
「
水
龍
」

は
、
当
時
本
朝
に
存
在
し
て
い
た
、
実
体
の
あ
る
名
器
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
、

話
型
に
沿
っ
て
海
に
沈
ん
だ
ま
ま
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
は
、本
朝
の
名
笛「
水

龍
」
の
由
来
説
話
と
し
て
は
成
立
し
な
く
な
る
。
そ
こ
で
、
ど
う
し
て
も
、

龍
神
に
求
め
ら
れ
て
捧
げ
た
後
、
人
間
の
手
に
取
り
戻
し
、
し
か
も
本
朝
の

宝
と
な
っ
た
経
緯
が
必
要
と
な
る
の
で
あ
る（
28
）。
そ
こ
で
構
想
さ
れ
た
の

が
、
龍
神
と
取
引
を
し
て
別
の
対
価
（
金
千
両
）
を
も
っ
て
取
り
戻
す
と
い

う
話
の
運
び
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
航
海
の
無
事
の
た
め
に
龍
神
に
一
度
は

捧
げ
た
供
物
を
取
り
戻
し
、
そ
の
上
で
そ
れ
を
携
え
て
来
朝
す
る
と
い
う
の

は
、説
話
の
構
成
と
し
て
は
、い
さ
さ
か
矛
盾
が
あ
る
も
の
に
な
っ
て
し
ま
っ



三
二

加
倍
志
砥
云
介
礼
波
、
以
之
為
名
云
々
。

『
十
訓
抄
』
第
七
「
可
専
思
慮
事
」
二
十
五（
30
）

　

成
方
と
い
ふ
笛
吹
あ
り
け
り
。
御
堂
入
道
殿
よ
り
大
丸
と
い
ふ
笛
を

た
ま
は
り
て
、
吹
き
け
り
。
め
で
た
き
も
の
な
れ
ば
、
伏
見
修
理
大
夫

俊
綱
朝
臣
ほ
し
が
り
て
、「
千
石
に
買
は
む
」
と
あ
り
け
る
を
、
売
ら

ざ
り
け
れ
ば
、
た
ば
か
り
て
、
使
を
や
り
て
、
売
る
べ
き
の
由
い
ひ
け

り
。
そ
ら
ご
と
を
い
ひ
つ
け
て
、
成
方
を
召
し
て
、「
笛
得
さ
せ
む
と

い
ひ
け
る
、（
略
）

　

し
か
し
、「
不
々
替
」
や
「
大
丸
」
に
つ
い
て
は
、「
千
石
で
買
お
う
」
と

言
わ
れ
て
も
応
じ
て
い
な
い
。
こ
の
よ
う
な
表
現
こ
そ
、
何
物
に
も
代
え
が

た
い
価
値
の
表
出
と
言
え
よ
う
。
こ
れ
と
比
較
す
る
と
、
や
は
り
「
金
千
両

で
取
り
戻
す
」こ
と
は
、名
器
説
話
と
し
て
も
違
和
感
が
残
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　

や
は
り
、
本
話
に
つ
い
て
は
、「
水
龍
」
と
い
う
名
前
の
由
来
と
し
て
「
龍

神
に
求
め
ら
れ
て
捧
げ
た
」
と
い
う
話
型
が
採
用
さ
れ
、
そ
の
上
で
、
龍
神

に
捧
げ
た
は
ず
の
笛
が
、
な
ぜ
本
朝
の
宝
と
し
て
存
在
す
る
の
か
、
そ
の
理

由
と
し
て
「
金
千
両
で
取
り
戻
し
た
」
と
い
う
展
開
が
、
多
少
の
無
理
は
承

知
の
上
で
発
想
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
本
話
が
抱
え
る
矛
盾
は
、
こ

う
し
て
生
じ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

　

矛
盾
を
そ
の
ま
ま
に
伝
え
る
説
話
は
、
例
え
ば
横
笛
「
葉
二
」
説
話
の
よ

う
に
、
本
話
に
限
ら
ず
あ
る（
31
）。
名
器
の
み
な
ら
ず
宝
物
の
由
緒
を
語
る

般
的
な
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
は
、
豪
華
絢
爛
で
豊
か
な
異
界
と
考
え
ら
れ
て
い

た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
世
界
の
主
で
あ
る
龍
王
が
、「
金
千
両
」
で

笛
を
返
し
て
く
れ
る
こ
と
は
、
多
少
と
も
辻
褄
が
合
わ
な
い
。
ま
た
、『
平

家
物
語
』
で
は
、
清
盛
や
重
盛
が
千
両
を
超
え
る
砂
金
を
動
か
し
て
い
た
と

さ
れ
る（
29
）。
確
か
に
「
金
千
両
」
は
莫
大
な
財
で
は
あ
る
が
、『
平
家
物
語
』

が
生
成
し
た
時
代
相
に
お
い
て
は
、
神
と
取
引
す
る
に
は
、
突
出
し
た
印
象

を
与
え
な
い
額
と
理
解
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
。

　

先
に
触
れ
た
類
話
で
の
海
の
神
へ
の
供
物
が
砂
金
で
あ
る
こ
と
も
、
他
に

は
類
例
が
な
く
、
こ
れ
ら
の
こ
と
が
、「
金
千
両
で
取
り
戻
し
た
」
こ
と
矛

盾
を
感
じ
さ
せ
る
点
と
な
る
。『
古
事
談
』か
ら
時
代
が
下
っ
た『
糸
竹
口
伝
』

で
は
、
龍
神
か
ら
「
金
千
両
」
で
取
り
戻
し
た
笛
を
、
天
皇
が
「
砂
金
二
千

両
」
で
買
い
取
っ
て
い
る
。
こ
の
取
引
に
は
、
唐
の
商
人
の
し
た
た
か
さ
を

読
み
取
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。

　

一
方
で
、
楽
器
の
価
値
の
高
さ
の
表
現
と
し
て
、
対
価
の
値
が
示
さ
れ
る

も
の
も
あ
る
。『
江
談
抄
』
の
「
不
々
替
（
い
な
か
へ
じ
）」
の
命
名
由
来
、『
十

訓
抄
』
の
成
方
の
「
大
丸
」
を
め
ぐ
る
説
話
等
で
あ
る
。
砂
金
な
ど
の
対
価

を
も
っ
て
名
器
を
求
め
よ
う
と
す
る
こ
と
自
体
は
、
当
然
に
あ
り
得
る
こ
と

で
あ
り
、説
話
の
要
素
と
し
て
は
十
分
に
説
得
力
を
持
つ
も
の
で
も
あ
っ
た
。

『
江
談
抄
』
巻
三
（
五
五
）
不
々
替
為
高
名
笙
事

又
被
命
云
、
不
々
替
是
笙
名
也
。
唐
人
売
之
。
千
石
ニ
買
ト
云
ニ
、
伊
奈
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て
き
た
。
本
話
は
、
宮
中
に
伝
わ
る
名
笛
「
水
龍
」
を
、
後
代
か
ら
権
威
付

け
、
特
権
化
す
る
た
め
に
構
想
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
累
代
御
物
の
神
秘

性
を
語
る
本
話
は
、
尚
古
思
想
と
し
て
貴
顕
が
必
要
と
す
る
も
の
か
、
楽
人

の
矜
持
や
存
在
意
義
の
主
張
と
し
て
必
要
と
さ
れ
た
も
の
か
が
は
っ
き
り
と

し
な
い
、
抽
象
度
の
高
い
説
話
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
普
遍
性
の
高
い

説
話
と
し
て
伝
承
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

演
奏
場
面
を
と
も
な
わ
な
い
本
話
は
、
そ
の
宝
物
が
楽
器
で
あ
る
必
然
性

が
薄
い
話
柄
で
あ
る
と
も
言
え
る
。
そ
の
た
め
、
楽
器
以
外
の
宝
物
に
つ
い

て
の
説
話
と
、
性
質
が
近
い
一
面
も
看
取
さ
れ
る
。
名
人
の
演
奏
の
故
事
を

中
心
に
構
想
さ
れ
、
後
世
に
名
器
と
し
て
の
名
前
を
付
加
さ
れ
る
類
の
説
話

と
は
、
お
の
ず
と
役
割
が
異
な
る
よ
う
で
あ
る（
33
）。
今
回
は
、
楽
器
以
外

の
宝
物
説
話
と
の
比
較
な
ど
に
は
考
察
が
及
ば
な
か
っ
た
。
今
後
の
課
題
と

し
た
い
。

（
付
記
）
本
稿
は
、
二
〇
二
二
年
度
説
話
文
学
会
大
会
に
お
け
る
口
頭
発
表

を
も
と
に
し
て
い
る
。
発
表
に
際
し
、
ご
教
示
い
た
だ
い
た
方
々

に
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

【
注
】

（
１
）
中
原
香
苗
「
楽
器
名
物
譚
の
伝
承
」（『
説
話
文
学
研
究
』
三
十
四
号
、

一
九
九
九
年
五
月
）。

際
に
は
、
そ
れ
が
い
か
に
珍
重
さ
れ
る
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
で
あ
る
か
を
主

張
で
き
る
説
話
が
用
い
ら
れ
る
。
そ
の
説
話
は
、
時
に
既
存
の
話
型
を
利
用

す
る
こ
と
で
、
神
秘
性
や
高
貴
さ
を
説
明
し
、
人
々
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
こ

と
と
な
っ
た
。
そ
の
際
、
多
少
の
矛
盾
は
淘
汰
さ
れ
る
こ
と
な
く
伝
え
ら
れ

る
場
合
が
あ
る
の
で
あ
る
。

　

な
お
、「
不
々
替
」
や
「
大
丸
」
に
は
、
ど
ち
ら
も
名
器
の
音
色
そ
の
も

の
を
称
賛
す
る
記
述
は
な
い
。
こ
の
こ
と
は
「
水
龍
」
説
話
と
共
通
す
る
点

で
あ
る
。
他
方
、
名
器
説
話
の
中
に
は
、
楽
器
の
音
色
そ
の
も
の
が
他
者
を

感
動
さ
せ
た
こ
と
を
語
り
、
そ
れ
に
付
随
す
る
形
で
、
そ
の
時
使
わ
れ
た
楽

器
の
価
値
や
神
秘
性
を
示
そ
う
と
す
る
も
の
が
散
見
す
る
。
た
だ
、
こ
の
種

の
説
話
の
場
合
は
、
必
然
的
に
名
人
と
さ
れ
る
よ
う
な
演
奏
者
が
登
場
し
、

使
用
さ
れ
た
楽
器
よ
り
も
演
奏
者
の
技
術
の
高
さ
に
主
題
が
置
か
れ
る
こ
と

も
多
い（
32
）。
そ
う
す
る
と
叙
述
は
必
ず
し
も
名
器
説
話
を
志
向
す
る
と
は

限
ら
ず
、こ
の
点
に
お
い
て
説
話
は
自
ず
と
多
義
性
を
帯
び
る
こ
と
と
な
る
。

こ
れ
に
対
し
て
「
水
龍
」
や
「
不
々
替
」
の
説
話
に
は
演
奏
者
が
登
場
し
な

い
た
め
、
そ
の
よ
う
な
多
義
性
を
帯
び
る
こ
と
は
な
い
。
名
器
の
価
値
を
高

め
る
と
い
う
、
単
一
の
目
的
の
た
め
に
構
成
さ
れ
た
説
話
と
い
え
よ
う
。

お
わ
り
に

　

以
上
、
本
稿
で
は
、「
水
龍
」
説
話
を
構
成
す
る
要
素
に
つ
い
て
考
察
し



三
四

な
点
が
多
い
。
本
稿
で
は
「
水
龍
」
の
由
来
譚
の
み
を
取
り
上
げ
た
た
め
、

考
察
が
及
ば
な
か
っ
た
が
、『
文
机
談
』
に
は
他
書
に
み
ら
れ
な
い
「
水
龍
」

に
ま
つ
わ
る
宮
中
の
様
々
な
伝
承
が
記
さ
れ
る
。『
文
机
談
』
は
琵
琶
の
話

題
が
中
心
で
あ
る
た
め
、
特
徴
的
で
あ
る

（
10
）『
御
産
部
類
記
』
所
載
『
不
知
記
』
寛
弘
五
（
一
〇
〇
八
）
年
十
月
十
六
日

条
（
図
書
寮
叢
刊
）。

（
11
）『
中
右
記
』
長
承
元
（
一
一
三
二
）
年
九
月
二
十
六
日
条
（
増
補
史
料
大
成
）。

（
12
）『
岡
屋
関
白
記
』
建
長
元
（
一
二
四
九
）
年
二
月
一
日
条
。
た
だ
し
、「
御

笛
筥
〈
水
龍
入
此
筥
歟
、〉」
と
さ
れ
る
に
と
ど
ま
る
（
大
日
本
古
記
録
）。

（
13
）
前
掲
注
（
２
）
猪
瀬
氏
論
文
。

（
14
）
神
田
邦
彦
「
中
世
日
本
の
琵
琶
史
観
に
関
す
る
試
論
」（『
説
話
文
学
研
究
』

五
七
、二
〇
二
二
年
九
月
）、
同
氏
「
玄
象
と
日
本
中
世
の
琵
琶
史
観
」（
中

世
文
学
会
二
〇
二
二
年
度
春
季
大
会
研
究
）。

（
15
）『
海
道
記
』
四
月
六
日
に
「
水
竜
ハ
本
ヨ
リ
稲
穀
ヲ
護
テ
、
夏
ノ
雨
ヲ
ク
ダ

シ
」
と
あ
る
（
新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
海
道
記
』（
岩
波
書
店
、
一
九
九

〇
年
）
に
よ
る
）。

（
16
）
日
本
思
想
大
系
『
教
訓
抄
』（
岩
波
書
店
、
一
九
七
三
年
）
に
よ
る
。

（
17
）
新
釈
漢
文
大
系
『
文
選
（
賦
篇
）
下
』（
明
治
書
院
、
二
〇
〇
一
年
）
に
よ

る
。

（
18
）
新
潮
日
本
古
典
集
成
『
和
漢
朗
詠
集
』（
新
潮
社
、一
九
八
三
年
）
に
よ
る
。

（
19
）
田
中
貴
子
「
宇
治
の
宝
蔵
―
中
世
に
お
け
る
宝
蔵
の
意
味
」（『
外
法
と
愛

法
の
中
世
』
平
凡
社
、
二
〇
〇
六
年
）。

（
20
）
太
田
静
六
「
平
等
院
鳳
凰
堂
の
源
流
」（『
寝
殿
造
の
研
究
』
吉
川
弘
文
館
、

一
九
八
七
年
）。

（
21
）
新
潮
日
本
古
典
集
成
『
古
今
著
聞
集
』（
新
潮
社
、
一
九
八
六
年
）。

（
22
）『
渓
嵐
拾
葉
集
』（
Ｓ
Ａ
Ｔ
大
正
新
脩
大
藏
經
テ
キ
ス
ト
デ
ー
タ
ベ
ー
ス

二
〇
一
八
年
版
）
に
よ
る
。

（
２
）
豊
永
聡
美
「
累
代
御
物
の
楽
器
」（『
中
世
の
天
皇
と
音
楽
』
二
〇
〇
六
年
、

吉
川
弘
文
館
）、
猪
瀬
千
尋
「
琵
琶
の
時
代
の
特
質
」（『
中
世
王
権
の
音
楽

と
儀
礼
』
笠
間
書
院
、
二
〇
一
八
年
）。

（
３
）『
説
話
と
横
笛
―
平
安
京
の
管
絃
と
楽
人
―
』
勉
誠
出
版
、
二
〇
一
六
年
。

（
４
）
新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
枕
草
子
』（
岩
波
書
店
、一
九
九
一
年
）
に
よ
る
。

な
お
、「
大
水
龍
」「
小
水
龍
」
は
、
も
と
も
と
「
水
龍
」
が
あ
り
、
そ
の

模
倣
品
と
し
て
「
小
水
龍
」
が
作
ら
れ
、区
別
の
た
め
に
「
水
龍
」
に
「
大
」

が
冠
せ
ら
れ
た
も
の
と
さ
れ
る
（
前
掲
注
（
２
）
豊
永
氏
論
文
）。
本
稿
で

取
り
上
げ
る
由
来
譚
は
、
本
来
の
「
水
龍
」、
す
な
わ
ち
「
大
水
龍
」
に
付

随
す
る
説
話
と
考
え
ら
れ
る
。

（
５
）
新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
江
談
抄
』（
岩
波
書
店
、
一
九
九
七
年
）
の
原
文

に
よ
る
。
以
下
も
同
じ
。
な
お
、古
本
系
伝
本
で
は
神
田
本
に
記
載
が
あ
る
。

（
６
）
新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
古
事
談
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
五
年
）
の
原
文

に
よ
る
。
以
下
も
同
じ
。

（
７
）『
群
書
類
従
』
に
よ
る
。

（
８
）
例
え
ば
、
琵
琶
「
玄
上
」
や
横
笛
「
葉
二
」
の
伝
承
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ

の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
稲
垣
泰
一
「
鬼
と
名
楽
器
を
め
ぐ
る
伝
承
」（
東
京

教
育
大
学
中
世
文
学
談
話
会
編
『
峯
村
文
人
先
生
退
官
記
念
論
集　

和
歌

と
中
世
文
学
』
一
九
七
七
年
）
が
あ
る
。

（
９
）
表
中
に
△
が
あ
る
『
愚
聞
記
』
の
本
文
は
、『
古
事
談
』
系
統
と
『
糸
竹
口

伝
』
系
統
の
本
文
の
ど
ち
ら
と
も
共
通
点
が
あ
り
、
中
間
的
な
も
の
と
い

え
る
。『
愚
聞
記
』
は
こ
の
他
に
も
名
器
伝
承
に
つ
い
て
、『
愚
聞
記
』
成

立
以
前
の
書
物
と
以
後
の
書
物
の
伝
承
と
に
差
が
あ
る
場
合
に
中
間
的
な

表
現
に
な
る
も
の
が
あ
り
、
示
唆
的
で
あ
る
。
ま
た
、『
文
机
談
』
の
本
文

は
、『
古
事
談
』
系
統
と
も
『
糸
竹
口
伝
』
系
統
と
も
同
文
的
な
部
分
が
少

な
く
、
ど
ち
ら
か
に
分
類
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
本
話
に
相
当
す
る
箇

所
で
は
現
存
す
る
伝
本
（
菊
亭
文
庫
本
）
に
は
欠
文
も
あ
る
た
め
、
不
明



横
笛
「
水
龍
」
説
話
考 

―
―
龍
神
か
ら
取
り
戻
し
た
笛
―
―

三
五

面
だ
け
を
龍
神
に
捧
げ
る
こ
と
で
、「
捧
げ
て
し
ま
う
と
宝
物
が
人
間
の
手

元
に
残
ら
な
い
」
と
い
う
問
題
を
回
避
し
、
二
面
の
琵
琶
が
本
朝
の
宝
物

と
な
っ
た
由
来
説
話
と
し
て
機
能
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
例
も
ま
た
、

こ
の
話
型
の
現
れ
方
の
一
つ
と
い
え
よ
う
。
な
お
、こ
の
一
節
は
謡
曲
「
絃

上
」
に
も
引
か
れ
、「
師
子
丸
」
伝
承
は
広
く
流
布
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ

る
。

（
29
）
例
え
ば
、『
平
家
物
語
』
巻
三
「
公
卿
揃
」
で
は
、
清
盛
が
中
宮
徳
子
の
皇

子
出
産
に
際
し
て
、
砂
金
一
千
両
と
富
士
の
綿
二
千
両
を
法
皇
に
進
上
し

た
と
す
る
。
ま
た
、「
金
渡
」
で
は
、
生
前
の
重
盛
が
、
三
千
五
百
両
を
用

意
し
て
宋
の
育
王
山
に
寄
進
さ
せ
た
こ
と
が
語
ら
れ
る
。

（
30
）
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
十
訓
抄
』（
小
学
館
、一
九
九
七
年
）
に
よ
る
。

（
31
）
横
笛
「
葉
二
」
説
話
で
は
、
源
博
雅
の
没
後
に
浄
蔵
が
「
葉
二
」
を
演
奏

す
る
が
、
博
雅
の
没
年
は
九
八
〇
年
、
浄
蔵
の
没
年
は
九
六
四
年
で
あ
る

た
め
、
史
実
と
矛
盾
し
て
い
る
。

（
32
）
横
笛
「
葉
二
」「
蛇
逃
」、篳
篥
「
海
賊
丸
」
の
説
話
等
。
特
に
「
蛇
逃
」「
海

賊
丸
」
は
、
書
物
に
よ
っ
て
は
名
器
と
し
て
の
名
前
は
記
さ
れ
ず
、
名
人

に
主
題
が
置
か
れ
る
場
合
も
あ
る
。

（
33
）
拙
稿
「
篳
篥
「
海
賊
丸
」
説
話
の
諸
相
―
『
続
教
訓
鈔
』
所
載
名
器
伝
承

の
一
考
察
―
」（『
言
語
文
化
学
研
究　

日
本
語
日
本
文
学
編
』
十
六
号
、

二
〇
二
一
年
三
月
）。

（
せ
の
お　

え
り
・
本
学
博
士
後
期
課
程
在
学
）

（
23
）
小
林
保
治
校
注
、
古
典
文
庫
『
古
事
談
』
解
説
（
現
代
思
潮
新
社
、

一
九
八
一
年
）、
小
島
孝
之
「
王
権
の
ト
ポ
ロ
ジ
ー
―
『
古
事
談
』
巻
六
亭

宅
諸
道
篇
試
論
―
」（
久
保
田
淳
編
『
論
集
中
世
の
文
学　

散
文
篇
』
明
治

書
院
、
一
九
九
四
年
）。

（
24
）
伊
東
玉
美
校
訂
訳
『
古
事
談
』
第
六
「
亭
宅
諸
道
」
八
話
、
評
（
ち
く
ま

学
芸
文
庫
、
二
〇
二
一
年
）。

（
25
）
前
掲
注
（
19
）
田
中
氏
論
文
。

（
26
）
前
掲
注
（
23
）
小
島
氏
論
文
。

（
27
）
類
話
に
は
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。『
続
日
本
紀
』
文
武
天
皇
四
年
三
月

（
道
照
が
玄
奘
三
蔵
か
ら
授
け
ら
れ
た
鐺
子
）、『
拾
遺
往
生
伝
』
伝
教
大
師

（
伝
教
大
師
の
仏
舎
利
）、『
土
佐
日
記
』
二
月
五
日
（
鏡
）、『
浜
松
中
納
言

物
語
』
巻
一
・『
と
り
か
へ
ば
や
物
語
』
巻
一
・『
袋
草
紙
』
上
（
さ
せ
ま

ろ
（
佐
手
丸
）
の
妻
）、『
平
家
物
語
』（
琵
琶
「
師
子
丸
」）、『
太
平
記
』

巻
十
（
新
田
義
貞
の
太
刀
）、
巻
七
（
後
醍
醐
天
皇
の
仏
舎
利
）。
丸
括
弧

に
示
し
た
も
の
捧
げ
て
を
荒
れ
た
海
を
鎮
め
る
。

（
28
）
ま
た
、「
師
子
丸
」
伝
承
と
「
水
龍
」
説
話
は
、
名
器
説
話
で
あ
る
こ
と
を

は
じ
め
、
共
通
点
が
多
く
、
新
大
系
『
古
事
談
』
脚
注
や
小
林
加
代
子
「
三

面
の
琵
琶
―
師
子
丸
の
伝
承
を
手
掛
か
り
に
」（『
中
世
軍
記
の
展
望
台
』

和
泉
書
院
、二
〇
〇
六
年
）
に
、話
型
の
類
似
が
指
摘
さ
れ
る
。
覚
一
本
『
平

家
物
語
』
で
は
巻
七
「
青
山
之
沙
汰
」
に
「
獅
子
丸
」
伝
承
が
記
さ
れ
る
。

新
日
本
古
典
文
学
大
系
（
岩
波
書
店
、
一
九
九
三
年
）
に
よ
る
本
文
は
次

の
と
お
り
。

玄
象
・
師
子
丸
・
青
山
、
三
面
の
琵
琶
を
相
伝
し
て
わ
た
り
け
る
が
、

竜
神
や
お
し
み
給
ひ
け
む
、
浪
風
あ
ら
く
立
け
れ
ば
、
師
子
丸
を
ば

海
底
に
し
づ
め
、
今
二
面
の
琵
琶
を
わ
た
し
て
、
吾
朝
の
御
門
の
御

た
か
ら
と
す
。

本
稿
に
即
し
て
言
え
ば
、「
師
子
丸
」
伝
承
で
は
、
三
面
の
琵
琶
の
う
ち
一


